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平成28年6月30日
警察庁

平成27年度
に開始した
取組

目標の
進捗状況

ア

　 （本庁）
　警察庁が入居している合同庁
舎第２号館においては、これま
で、総務省及び国土交通省との
３省庁間で事務用消耗品、紙類
（コピー用紙除く）、OA機器消耗
品、清掃用消耗品、蛍光灯、トイ
レットペーパー及び防災用品の
購入や速記及びクリーニングの
役務について合計９品目の共同
調達を実施している。平成27年
度においては警察庁が主体とな
りガソリンの給油について、ま
た、国土交通省が主体となり荷
物配送業務について実施してい
る。
 
（地方）
　事務の合理化及びスケールメ
リットの効果を踏まえ取組を推進
する。

（本庁）
・ガソリンの供給については、平成27年度より警察庁が
主体となり実施し、仕様書の見直し等を行い、１者応札
が解消し、競争性が高められた（1者→2者）。
・荷物配送業務については、平成27年度より国土交通
省が主体となり実施し、事務の合理化が図られた。
・事務用消耗品外8品目についても継続的に実施し、事
務の合理化が図られている。

（地方）
　49部局において実施しており、共同調達等を実施した
ことにより、事務の合理化及び一部、スケールメリット
の活用等によりコストの削減が図られた。
・東北管区警察局（管区学校、管区内各県通信部）に
よるコピー用紙の一括調達
　平成26年度　2,714,605円
　平成27年度　2,660,750円
　増減額          △53,855円
　削減率                  2.0%
※　平成26年度の金額は、平成26年度単価 × 平成27
年度調達予定数量により算出。

（本庁）
Ａ
 

（地方）
B

（本庁・地方）
・ガソリンの供給契約について
は、共同調達により、事務の合理
化が図られたが、給油所が近隣
に限られ契約事業者が限定され
ること、単価が原油価格に左右さ
れることにより、スケールメリット
が出し難い。

・共同調達等による事務の合理
化が図られる一方で、配送箇所
の増に伴い配送コストの契約単
価への影響が見られるなど、必
ずしもコスト縮減につながるとは
限らない場合もある。

（本庁・地方）
　調達規模の適正性や費用対効
果等に配慮しつつ、対象品目及
び組織の拡大を検討する。

イ

　 （地方）
　平成25年度は警察庁・関東管
区・警視庁において、平成26年度
は近畿管区において、それぞれ
管区単位で一括調達を開始して
おり、平成27年度から中部管区
警察局及び九州管区警察局にお
いても実施している。

（地方）
・中部管区警察局
　平成26年度　　233,928,000円
　平成27年度　　216,524,000円
　増減額　　　 　△17,404,000円
　削減率　　　　　　　　　 　7.4％

・九州管区警察局
　平成26年度　　259,151,940円
　平成27年度　　251,856,000円
　増減額　　　　　△7,295,940円
　削減率　　　　　　　  　　2.8 ％

　※　平成26年度の金額は、平成26年度単価 × 平成
27年度調達予定数量により算出。

　事務の合理化が図られ、かつ、契約金額が削減され
たことから、共同調達の効果が得られた。

（地方）
Ａ

－

　東北管区警察局、中国管区警
察局、四国管区警察局において
も平成28年度から実施予定。

ア （本庁・地方）
　本庁及び地方機関における「国
の物品等又は特定役務の調達
手続きの特例を定める政令」の
規定が適用される調達案件（10
万SDR＝1，300万円）のうち、随
意契約予定案件（合計77件・
9,153,524千円）について、契約方
法、契約条件等の適否について
審査を行った。

（本庁・地方）
　平成27年度においては、同委員会を８回開催した。77
件の契約案件について審査を実施し、随意契約の適
正な運用を図ることができた。

（本庁・地方）
Ａ

－
（本庁・地方）
　今後も取組を継続する。

イ 　 （本庁）
　平成27年度においては、より詳
細な原因分析を行うため、6月か
らアンケート項目の見直しを図っ
た。
　また、アンケート結果について
庁内各所属において閲覧可能と
したほか、アンケート結果につい
て、要求課へ伝達し、業者の要
望等を反映できるよう、その対応
策等について、会計課と協議す
ることとした。

（地方）
　アンケート調査の実施を検討。

（本庁）
　入札辞退者1,450者に対し、アンケートを依頼し、919
者からの回答を得た。
　昨年度のアンケート調査結果において、「当社の業務
内容ではなかった」との回答が全体の65％を占めてい
たことから、当該項目も含め、より詳細な分析ができる
よう見直しを行った。
  また、アンケート結果については、一者応札・高落札
率の自己点検の分析にも活用した。

（地方）
　95部局において、入札不参加者に対し、理由を聴取
し、競争性の確保に努めており、うち16部局では、アン
ケート調査を実施し、調査で寄せられた反映可能な要
望について、積極的に採用を図った。千葉県警察本部
においては、アンケート調査の分析結果を反映し、１者
応札であった１案件を４案件に分割発注した結果、４案
件とも１者応札が解消した。

（本庁）
Ａ

（地方）
Ｂ

－

（本庁・地方）
　今後も取組を継続し、反映可能
な意見等について改善する。

　全体的な予算執行額の縮減のた
め、契約単価の全国調査及び管区単
位での共同調達による契約単価の見
直しを行い、他に使用可能な新試薬を
導入することができないかについて検
討を進める。

２　継続的な取組

　入札説明書を受け取りに来た者のう
ち入札不参加者に対し、何が障壁と
なって参加しなかったか等に関して任
意でアンケートを実施し、対応可能な
要望について積極的に採用する。

　DNA試薬の調達の見直し

(1)　随意契約等の見直し

　国の物品等又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令（昭和55年政
令第300号）第３条第１項本文に掲げ
る調達契約のうち随意契約予定案件
については、随意契約の適正な運用
を図るため、契約方法、契約条件等の
適否を「特定調達契約審査委員会」に
おいて審査する。

平成27年度警察庁調達改善計画の年度末自己評価結果

（対象期間：平成27年４月１日～平成28年３月31日）

取組の効果 今後の対応

実施において明らかとなった課題等実施した取組内容

調達改善計画で記載した事項

１　重点的に取り組む分野

(1) 　汎用的な物品・役務における共同調達
等の有効活用

共同調達等の推進

　警察庁が入居している合同庁舎第２
号館においては、これまで、総務省及
び国土交通省との３省庁間で事務用
消耗品、紙類（コピー用紙除く）、OA機
器消耗品、清掃用消耗品、蛍光灯、ト
イレットペーパー及び防災用品の購入
や速記及びクリーニングの役務につい
て合計９品目の共同調達を実施してい
る。平成27年度においてはガソリンの
給油及び荷物配送業務を新たに加
え、スケールメリットの活用、事務の効
率化等の更なる向上を図ることとして
おり、地方支分部局における共同調達
等についても同様に推進する。



ウ （本庁）
・27年度は更なる取組を推進す
るため、一部の案件について、仕
様書もHPに公開し利用者の利便
性を向上させた。また、業者への
周知として、他の入札案件の入
札説明書を交付する際に、オー
プンカウンター実施の旨を周知し
たほか、警察庁の受付での配
布、警察庁掲示板への掲載を行
うなど、広く周知を図った。
・一部の地方の公告について、警
察庁HPへのリンクを行った。
（地方）
　オープンカウンター方式の採用
について検討。

（本庁）
　実施案件数は、平成26年度の11件から平成27年度
は60件へと大幅に増加し、新規参入業者も増え、競争
性が高められた。

 
（地方）
　平成26年度は２部局のみの実施であったが、平成27
年度においては、24部局で実施され、県外所在の業者
も含め、見積参加業者が増加し、競争性が高められ
た。
　なお、72部局においてオープンカウンター方式の採用
を検討中である。

（本庁）
Ａ

（地方）
Ｂ

（本庁）
　　　　　　　　　　－

（地方）
　業者への周知方法について更
に検討が必要である。

（本庁・地方）
　今後も取組を継続していくほ
か、地方の公告についても警察
庁HPへのリンクを行う等、より多
くの業者が参入できるよう周知を
図る。

　少額な随意契約案件への対応として
は、オープンカウンター方式を引き続
き採用し、ホームページ上に調達情報
を掲載する。



平成27年度
に開始した
取組

目標の
進捗状況

ア

ア

　 （本庁・地方）
　総合評価落札方式による一般
競争入札を行った。外部有識者
等の活用については、現在、規
定等の整備を含め検討中。

（本庁）
　36件（約36億円）について、総合評価方式による一般
競争入札を実施した。

（地方）
　13部局26件（約32億円）について、総合評価方式によ
る一般競争入札を実施した。

（本庁・地方）
B

－

（本庁・地方）
　引続き、外部有識者等の活用
を行うための、規定等の整備を
実施する。

イ

（本庁）
　取りまとめて一般競争入札とす
る案件がなかった。
　しかし、少額随意契約案件にお
いてとりまとめて契約を実施し
た。また、一部の印刷物契約に
ついてオープンカウンター方式に
よる契約を実施した。
（地方）
実施できる案件がなかった。

（本庁）
・６案件について、３契約にとりまとめを実施し事務の
効率化を図った。
・昨年度同種案件のうち11件についてオープンカウン
ター方式を実施した結果、平均2.1者の応札者数の増と
なり（3.3者→5.4者）、うち４件で新規業者との契約と
なった。

（地方）
　　　　　　　　　　　　　　　　－

（本庁・地方）
B

（本庁・地方）
　ポスター・帳票・執務資料・封筒
等、各種多様な印刷物があり、業
者により専門分野が異なることか
ら、取りまとめて一般競争入札と
することが困難であった。

（本庁・地方）
　今後は、引き続きとりまとめの
検討を行うとともに、オープンカウ
ンター方式を活用することにより
競争性の向上を図っていきたい。

ア （本庁・地方）
　警察庁独自の研修はもとより、
他省庁が主催する研修に職員を
積極的に参加させた。また、地方
が実施する研修等を利用し、調
達改善に対する指導・教養を行っ
た。
（本庁）
　各課契約事務担当者向けの業
務説明会を実施し、調達改善に
関しての最新の取り組みを説明
するとともに、仕様書の見直し
等、具体的な業務内容について
の説明を行った。また、庁内LAN
上に掲示板を設け、各種調達情
報の共有ができるようにした。

（本庁・地方）
　調達業務を含めた会計業務全般の知識をより深め、
業務に活かすことができた。

（本庁）
・担当者約70名に対し、調達改善の取組の重要性を共
有できたことのほか、担当者等が自由に閲覧できる掲
示板を開設し各種調達関連情報を掲載したことなど、
業務に生かすことができた。
・管区警察局が実施した会計事務担当者検討会の場
を利用し、調達改善計画等について、指導・教養を行っ
たことにより、職員に対する意識付けができ、今後の業
務に生かすことができた。

（本庁・地方）
Ａ

－

（本庁・地方）
　地方における調達改善の取組
を一層推進するため、今後も取
組を継続する。

イ （本庁）
　警察庁ホームページに公開して
いる情報以外にも、地方の取組
を推進するため、各種事務連絡
等を発出し、周知徹底を図った。
なお、今年度から各地方部局等
の調達改善における具体的な事
例を紹介して情報共有を行った。

（本庁・地方）
　外部有識者の視点や他部局の取組事例など、情報
の共有を行うことにより業務に生かすことができた。

（本庁・地方）
Ａ

－
（本庁・地方）
　今後も取組を継続する。

　

（本庁）
・より競争性の高い調達を目指す
観点から、引き続き、新規参入業
者への声掛けを積極的に行うと
ともに、入札公告の掲載期間及
び開札日から契約履行開始まで
の期間等を可能な限り延伸する
ほか、必要に応じ仕様書の見直
しや入札説明会を積極的に実施
するなど、より多くの業者が入札
に参加できるよう改善を図ってい
く。

・事後検証については、有効な取
組であることから、今後も継続
し、その原因の分析に努める。

　

（地方）
　地方の調達改善の取組を一層
推進するため、新規参入業者へ
の声掛けを積極的に行うととも
に、入札公告の掲載期間及び開
札日からの契約履行開始までの
期間等を可能な限り延伸するほ
か、必要に応じて仕様書の見直
しを行うなど、より多くの業者が
入札に参加できるよう改善を図っ
ていく。

（本庁・地方）
・平成26年度の事業別による契
約状況は、競争性のない随意契
約では、件数ベースでは光熱水
料が全体の４割を占めている。ま
た、競争入札における一者応札
では、金額ベースで警察装備品
関係が全体の５割を占めている
状況。

・本庁では、一者応札等の自己
点検により、仕様書の内容が限
定的と思われる案件が29件と最
も多く見られたほか、既設の機器
等に連接するための契約が13
件、公告・履行期間が短いと考え
られる案件は７件であったまた、
全般的に共通する原因として、入
札説明書の受領業者が１者で、
声掛けを行っていない案件や入
札説明会を実施していない案件
が散見された。

（本庁）
Ａ

（地方）
Ｂ

（本庁）
①アンケートについて、919件の回答を得た。今後の調
達改善に反映させる予定である。
②上半期の分析結果を今後の契約に反映させるため
事務連絡「契約事務の適正化に向けて」を発出し一者
応札、高落札率の改善に活用した。
③上半期に引続き新規事業者に対し声掛けを実施し
複数の応札があったことから、従来と比較し競争性が
高められた。
④一者応札の解消に向けた取り組みを、庁内担当者
に説明し、情報を共有することにより業務に生かすこと
ができた。
⑤実績単価で算出した金額と比較して、約540万円
（24.9％）の契約額が削減できた。
⑥業者に対し、入札への参加を促すことができた。
⑦２件について入札説明会を実施したことにより、１者
応札が解消した。
　・「受付システム用プログラムヘルプデスク業務」
→前年度３者に入札説明書を交付し１者応札であった
が、４者が説明会に参加し、３者応札となり、かつ、契
約金額は92,880円（7.4％）の契約額が削減できた。
　・「コンピュータ・ウイルスの解析業務」
→前年度５者に入札説明書を交付し１者応札であった
が、３者が説明会に参加し、２者応札となった。

（地方）
①５部局、６件について仕様書の見直しにより１者応札
が改善したほか、声掛けにより1者応札が解消した案
件があるなど競争性が高められた。宮崎県警察本部で
は、警察活動で使用するレンタカー賃貸借契約の仕様
を見直したことにより、1者応札が解消（1者→2者）さ
れ、かつ、コスト削減（５車両のうち３車両について、△
3,780円）が図られた。
②７部局、13件について公告期間の延長により１者応
札が改善した。
③95部局において、入札不参加者に対し、理由を聴取
し、競争性の確保に努めており、うち16部局では、アン
ケート調査を実施し、調査で寄せられた反映可能な要
望について、積極的に採用を図っている。千葉県警察
本部においては、アンケート調査の分析結果を反映
し、１者応札であった１案件を４案件に分割発注した結
果、４案件とも１者応札が解消した。

（本庁）
①従来からあるアンケートを見直
し、より詳細な分析を行った。
②上半期における一者応札、高
落札率案件75件を抽出し、原因
の自己点検による分析を実施
し、結果及び対応策について庁
内に周知した。また、下半期分34
件についても、分析を実施中であ
る。
③新規参入業者へ声掛けを実
施。
④公告期間の延長及び仕様書
の見直しについては、庁内担当
者向け研修会において周知する
とともに、庁内LANの掲示板に仕
様書のサンプル等を公開し見直
しを進めた。
⑤従来、随意契約を行っていた
一部の装備品について、新規事
業者へ声掛けを実施することに
より新規業者の応札可能となり
応札者が２者に増加した。
⑥外務省主催の政府調達セミ
ナー（４月24日開催）の外、警察
庁独自セミナー（５月25日開催）
も実施した。
⑦従来、入札説明会を実施して
いなかった案件について入札説
明会を実施し、仕様内容等につ
いての情報提供を行い、競争性
の確保に努めた。
　
（地方）
①一者応札の解消に向けた仕様
書の見直しを検討。
②契約期間に猶予がある案件に
ついて、一者応札の解消に向け
公告期間の延長を検討。
③アンケート調査の実施を検討。

　警察庁ホームページに公開していた
警察庁会計業務検討会議における契
約の審査の内容等を地方支分部局に
発出する等して情報の共有を図る。

　当庁が実施する研修はもとより他省
庁が主催の研修にも会計事務職員を
積極的に参加させ、適切な会計経理
の認識と高いコスト意識を持つ人材育
成を目指す。

(4)　人材育成、情報の共有

　同じ時期の調達で同様の内容の少
額随意契約のポスター、リーフレット等
の印刷物については、可能な限り取り
まとめて一般競争入札を実施する。

　一者応札への取組としては、これま
でと同様に入札不参加へのアンケート
や新規参入業者へに声かけはもとよ
り、公告期間の延伸、仕様書の見直し
等を実施し、より競争性の高い調達を
目指す。また、できるだけ多くの供給
者へ情報を発信し入札への参入を促
進するために、平成27年度政府調達
セミナーを開催するほか、調達情報を
ホームページ上に公表して新規参入
業者の促進を図り、地方支分部局等
の調達情報をリンクし広く情報を発信
する。

調達改善計画で記載した事項

少額の随意契約をとりまとめ一般競争
入札として実施

(3)　調達及び契約手法の多様化

　現在、調査研究及び電気通信分野
において総合評価落札方式による契
約を締結している。総合評価落札方式
を採用する場合において、調達案件に
よっては外部有識者等の意見を取り
入れるなど、事業者選定における客観
性、透明性や公正性などの向上を図
るものとする。

総合評価落札方式の継続的実施

(2)　一者応札の解消に向けた取組

実施した取組内容

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

今後の対応



　 　 （本庁）
　出張の手配について、旅行代
理店へのアウトソーシングを行っ
た。
　
（地方）
　出張の手配について、旅行代
理店へのアウトソーシングの活
用について検討。

（本庁）
　7,309件の出張案件（218,681,334円分）についてパッ
ク商品及び経済的な乗車券や宿泊場所等の手配を無
償で請け負っており、旅費事務の効率化及び旅費の節
減につながった。
　
（地方）
　全部局において、パック商品を活用し効率化を図って
いる。また、出張実態を踏まえ、６部局ではアウトソー
シングを、12部局では公用ICカード乗車券を活用する
などし、旅費事務の効率化及び旅費の節減につながっ
た。

（本庁）
Ａ

（地方）
A

（本庁）
　　　　　　　　　　－

（地方）
　部局によっては、アウトソーシン
グや公用ICカード乗車券の活用
が馴染まない部局もある。

（本庁）
　今後も取組を継続する。

（地方）
　各部局の出張実態を踏まえ、
引き続き効率化を図っていく。

(5)　旅費

　旅費について、パック商品の利用を
促進するとともに、旅行代理店へのア
ウトソーシングについて引き続き活用
する。



（本庁）
　インターネット取引を利用する
少額の物品調達の手続に関する
規定を整備し取引を開始した。 －

（本庁）
　各種業務マニュアルの整備

（本庁）
　予定価格マニュアルについては、全ての契約案件に
ついて、現行のマニュアルで網羅できていない。

（本庁）
　随意契約の一部で価格交渉を
実施

（本庁）
　予定価格作成時の参考見積時から価格交渉を行っ
た結果、予定価格が下がったことにより、契約金額も低
減されたものの、結果、落札率が上昇する契約が見ら
れた。

（本庁）
平成27年７月から旅費等内部管
理業務共通システム（以下
「SEABIS」という。）の導入を開始
した。

－

平成27年度
に開始した
取組

○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）

実施において明らかとなった課題等 今後の対応取組の効果

実施した取組内容

○

（本庁）
　旅費事務においてSEABISを活用することに
より、旅費事務の効率化につながった。

（本庁）
　引続き実施していきたい。

○

（本庁）
　平成27年12月より取引を開始し、６件の調達
を実施した。うち３件は、インターネット取引の
みの取扱い案件であったほか、残りの３件は
業者の見積額と比較して13,000円の節減効果
があった。

（本庁）
　引続き実施していきたい。

○

（本庁）
　契約事務の効率化・正確性・適正性が向上し
た。また、異動に伴い、後任の担当者も迷うこ
となく処理することが可能となった。

（本庁）
　予定価格マニュアルについては、より精度の
高い予定価格を積算するため、検討を進め、必
要に応じマニュアルの改訂を行っていきたい。

○

（本庁）
　実質的な経済性の向上が図られていることか
ら、引き続き実施したい。

（本庁）
　随意契約案件のうち26件で価格交渉を実施
した結果、業者が当初提示した見積額と比較
して約1億4,400万円の調達経費を削減した。



（別紙２）

外部有識者の氏名・役職【赤坂 裕彦 委員・弁護士】　　　意見聴取日【６月９日】

意見 意見に対する対応

○予定価格の積算にあたっては、市場価格を調査して積算することが重要。不落の際に
価格交渉する場合においても、予定価格がしっかりとしていないと、交渉の糸口が掴め
ない。

〇平成27年度より、より詳細な見積を徴収し分析しているほか、インターネットを利用し
た市場価格調査を実施する等しています。今後、市場価格調査手法等について更に検
討を進め、適正な予定価格を作成できるよう努めていきます。

外部有識者の氏名・役職【水谷 章 委員・公認会計士/税理士】　　　意見聴取日【６月９日】

意見 意見に対する対応

〇さまざまな手法に取り組み、検証を行いながら取捨選択し、日常的に実施することが
大切である。改善する意思を持ち続けていただきたい。

〇今後も、各種取組を積極的に推進するとともに、新たな手法を取り入れ調達改善に努
めていきます。

外部有識者の氏名・役職【松村 敏弘 委員・東京大学教授】　　　意見聴取日【６月９日】

意見 意見に対する対応

○一部で取組（アンケート調査やオープンカウンター方式の採用）が未実施の地方部局
が見られることから、全県で取組を行うように。
〇共同調達は、まとめても安くならないケースもある。共同調達を実施することは構わな
いが、高くなった場合などは情報共有を行って今後に生かして欲しい。

〇平成27年度から、調達改善における具体的な取組事例を紹介して情報共有を行って
いますが、引き続き、地方での取組を積極的に推進していきます。

外部有識者の氏名・役職【竹谷 智行 委員・弁護士】　　　意見聴取日【６月１０日】

意見 意見に対する対応

○原則として、入札価格を適正化するためには、競争性を確保することが必要と思われ
る。アンケートを実施するなどして入札方法を工夫する取組が行われているが、未だに
地方における取組が不足しているように思われる。

○引き続き、競争性の確保、声掛けや仕様書の見直し、十分な応札期間の確保等の取
組を進めていくとともに、地方においても調達改善が積極的に進められるよう取り組んで
いきます。

＊意見聴取順

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：平成27年４月１日～平成28年３月31日）


